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地方独立行政法人法（ 平成 15 年法律第 118 号） 第 26 条の規定に基づき 、 東京都知事から

認可を受けた 2026 年 4 月 1 日から 2031 年 3 月 31 日ま での 5 年間における 地方独立行政法

人東京都立産業技術研究センタ ー（ 以下「 都産技研」 と いう 。） の中期計画（ 以下「 中期計

画」 と いう 。） を達成する ための 2026 年度の業務運営に関する 計画を以下のと おり 定める 。  

 

第 1 住民に対し て提供する サービス その他の業務の質の向上に関する 目標を達成する た

めと る べき 措置 

1 東京の産業を支える 技術支援 

( 1)  中小企業が直面し ている 技術課題の解決に向けた支援 

ア 技術相談 

①も のづく り 分野のみなら ず、 社会的課題の解決や都民生活向上に資する サービス 産業

分野等に関する 相談にも 幅広く 対応する 。 さ ら に、相談内容や支援内容等の蓄積・ 分析を

通じ て、 都産技研の業務全体の質の向上を目指す。  

②相談業務の効果的・ 効率的な実施にあたっては、 デジタ ル技術の活用に加え、様々な手

法も 含めて対応し 、 最適なサービス 提供体制の充実を図る 。  

③能登半島地震およ び 2025 年台風第 22・ 23 号で被災さ れた中小企業への技術支援を継

続実施する 。  

 

技術相談を新規に利用し た事業所数及び直近 5 年間に相談実績がなく 、 再度利用し た事

業所数を合わせた事業所数については、 2026 年度中 2, 500 事業所を目標と する 。  

 

イ  依頼試験 

①製品などの品質・ 性能証明や事故原因究明、 中小企業の高品質、 高性能、 安全性の向上

等に関する 試験・ 評価を実施する 。  

②技術動向の変化に対応し た試験項目の見直し を適宜行う など 、 試験品質の維持向上に

よ る 高品質なサービス の提供に努める 。  

③中小企業ニーズに基づき 公的試験研究機関と し ての信頼の維持向上を図る ため、 機器

の保守・ 更新、 校正管理を適切に行う 。  

④東京都と の「 放射性物質等によ る 災害時等対応に関する 協定」 に基づき 、放射能測定試

験を継続実施する 。  

⑤原子力発電所の事故に伴い、 工業製品の放射線量測定試験を実施する 。  

 

ウ  機器利用 

①中小企業では導入が困難な機器を計画的に整備し 、 直接利用のサービス を提供する 。  

②高度な知識や技術を要する 機器の利用者にラ イ センスを付与する こ と で、高度・ 先進的

な機器の利用促進を図る 。  
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エ 支所における 地域性や専門性に応じ た技術支援 

①多摩テク ノ プラ ザでは、Ｅ ＭＣ サイ ト において輸送用機械・ 情報通信機械等の回路設計

や電気安全性評価によ る 製品開発を支援する 。また、複合素材開発サイ ト において繊維製

品のク レ ーム解析、品質評価に加え、導電性繊維製品等複合材料を用いた製品開発を支援

する 。  

②城東支所では、デジタ ル技術を活用し た製品デザイ ンから 試作支援、試作品の性能評価

ま での一貫し た支援によ る 地域企業の製品開発を支援する 。加えて、機械加工に関する デ

ジタ ルデータ の取得・ 活用によ って中小企業の生産性向上を支援する 。  

③城南支所では、 先端的な計測・ 分析技術や加工技術によ り 、 地域に集積する 機械金属加

工に関わる 企業の高品質高付加価値製品の開発を支援する 。  

④墨田支所と 本部の研究部門を改組し 、生活工学センタ ーを設置する 。 墨田支所は、生活

工学センタ ーの機能の一部を担い、人間工学や生理計測などの技術支援に加え、快適性の

向上などウ ェ ルビーイ ングに資する 生活関連製品の開発を支援する 。  

⑤食品技術センタ ーでは、 食品産業に関わる 技術支援、研究開発を実施する と と も に、食

品加工や微生物利用に関する 技術を発展さ せたフード テッ ク によ る 新技術・ 新製品開発

を推進する 。  

 

オ 技術課題解決や製品開発のニーズに柔軟に応える 受託技術支援 

①製品開発段階に応じ て必要と なる 技術課題に対し て包括的、 且つ柔軟に対応する 受託

技術支援を実施する 。 ま た、 都産技研の保有する 技術を活用し た指導・ 助言などによ り 、

利用者のニーズに柔軟に対応する 。  

②海外展開支援において、 技術相談への対応に加えて製品の開発など のために必要と な

る 試験・ 評価等の支援を一括し て行う 。  

 

受託技術支援の実施件数については、 2026 年度中 860 件を目標と する 。  

 

カ 海外展開支援 

①海外展開を目指す中小企業に海外の法規制や規格、 製品輸出にかかる 法規制などの情

報提供およ びセミ ナー開催を実施する 。  

②技術相談を実施する と と も に、 受託技術支援によ る 製品の開発支援やリ ス ク アセス メ

ント 支援等へと 発展さ せた包括的支援を提供する 。  

③バンコ ク 支所を拠点と し て技術相談や情報提供を行う 際に、 本部や公益財団法人東京

都中小企業振興公社タ イ 事務所等と の連携によ って、 ニーズに即し た効果的な支援を提

供する 。  

 

ウ ェ ブサイ ト に掲載し ている 海外の法規制や規格に関する 解説テキス ト の閲覧数につい
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ては、 2026 年度中 12, 000 件を目標と する 。  

 

( 2)  高い技術力を持つ産業人材の育成に向けた支援 

ア 中小企業の技術系人材の育成 

①開発、製造、 品質管理などを担う 技術系人材の能力開発や向上のため、 基盤技術に加え

て最新の技術動向を提供する 技術セミ ナーや講習会を開催する 。  

②中小企業における 個別性の強い技術課題に対し 、関連する 内容の充実等、ニーズに即し

た教程を提案する 課題解決型研修を開催する 。  

③受講者に満足度調査を行う こ と で受講者のニーズを把握し 、技術セミ ナー・ 講習会の質

の向上を図る 。  

 

イ  次世代の産業を担う 人材の育成 

大学、高専から の研修学生受け入れや、大学、学術機関等への委員・ 講師派遣等によ り 、

産業に関する 研究開発を通し ても のづく り やサービス の高度化に貢献でき る 人材を育成

する 。  

 

( 3)  都産技研と 他の支援機関等と の連携によ る 包括的支援への参画 

①経営支援を行う 行政機関、金融機関、 支援機関と 様々な連携事業を実施し 、 それら の利

用者等から 寄せら れる 技術相談に積極的に対応する 。  

②東京都を はじ めと する 自治体、 中小企業支援機関など が実施する 中小企業など への助

成や表彰などのための技術審査に積極的に協力する 。  

③他の公設試験研究機関や大学などと 連携を図り 、 中小企業への技術支援の充実を図る 。 

④都のス タ ート アッ プ支援事業や起業支援機関、経営支援機関と の連携によ り 、都産技研

利用者の製品化・ 事業化に貢献する 。  

 

支援機関と の技術セミ ナーの共催や支援機関主催イ ベント への出展数については、 2026

年度中 12 件を目標と する 。  

 

2 東京の産業を活性化さ せる 研究開発 

( 1)  中小企業の競争力の強化につながる 技術的知見の蓄積 

ア 基盤研究 

①中小企業等が抱える 課題の解決に必要な技術を創出する 研究を創出研究と し て実施す

る 。  

②保有する 技術シーズを製品化・ 事業化への活用や支援事業への展開を目指し た研究を

検証研究と し て実施する 。  

③技術分野を融合し て、出口を考慮し た質の高い研究を実施し 、効果的な研究成果の創出
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を目指す。  

④基盤研究を深化さ せる ため、 科学研究費助成事業等の提案公募型研究に積極的に応募

し 、 採択を目指す。  

 

基盤研究の成果をも と に、共同研究及び受託研究に発展し た件数、提案公募型研究に採択

さ れた件数については、 2026 年度中 28 件を目標と する 。  

 

イ  共同研究 

①基盤研究で得ら れた研究成果や保有する 技術シーズを効果的かつ効率的に製品化・ 事

業化へつなげていく ため、 積極的に共同研究や受託研究を実施する 。ま た、共同研究終了

後の製品化・ 事業化などの状況を把握する と と も に、 フォ ロ ーアッ プを充実さ せる 。  

②高付加価値製品の製造や高度なサービス 開発を目指す中小企業等と 連携し て行う 研究

開発を中心に、 国などが提供する 公募事業などに積極的に応募し 、 採択を目指す。  

 

共同研究及び受託研究の実施によ り 製品化又は事業化に至った件数については、 2026 年

度中 17 件を目標と する 。  

 

ウ  知的財産の取得、 活用及び適切な管理 

①研究成果と し て得ら れた新技術等を精査し 、知的財産権と し て出願する と と も に、適切

に管理する 。  

②積極的に外部に情報発信する こ と によ り 、 知的財産権の実施許諾を推進する 。  

 

知的財産権を中小企業など へ実施許諾する 件数については、2026 年度中 11 件を目標と す

る 。  

 

( 2)  中小企業・ ス タ ート アッ プ等の連携によ る 新技術・ 新製品開発の促進 

ア 多様な連携によ る オープンイ ノ ベーショ ン等の促進 

①都内中小企業のオープンイ ノ ベーショ ン促進を目的と する 技術マッ チングイ ベント を

実施する と と も に、 公社と の連携ネッ ト ワ ーク を活用し た出展者支援を行う 。  

②異業種交流活動の支援や技術研究会等によ り 、 業種を越えた企業グループの設立を継

続し て行い、 都産技研の支援事業を活用し た協業、 共同開発に向けた活動を促進する 。  

 

イ  都産技研の資源を活用し た支援 

新製品・ 新技術開発や、 起業・ 第二創業を目指す中小企業に対し て、 都産技研の資源が

活用でき る 本部と 多摩テク ノ プラ ザの製品開発支援ラ ボの利用を促進する 。  
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3 東京の産業の未来を拓く 研究開発 

( 1)  社会課題・ 都政課題の解決に向けた技術的知見の蓄積 

①基盤研究や共同研究、外部資金導入研究によ り 、産業の未来を拓く 新たな知見の獲得と

技術シーズを蓄積する 。  

②社会課題・ 都政課題の解決に必要と なる 技術課題や技術シーズ等に関する 調査を実施

する 。調査結果をも と に、社会課題・ 都政課題を解決する 技術分野における 公募型共同研

究等の重点分野を決定する 。  

③社会課題・ 都政課題の解決に資する 調査結果について、セミ ナー等を実施し て普及する 。 

 

( 2)  革新的な技術やサービス の創出につながる 共同研究開発 

①都産技研の保有する 技術シーズや機器を活用する など し て、 革新的な技術やサービス

の創出によ り 社会課題解決を目指す中小企業の研究開発を推進する ため、 公募型共同研

究を実施する 。  

②「 Ｄ Ｘ 推進センタ ー」 を拠点と し て、 ５ Ｇ 、 Ｉ ｏ Ｔ 、 Ａ Ｉ 、 ロ ボッ ト 技術を発展さ せ、

フ ィ ジカル空間と ク ラ ウ ド 空間をつなげる 製品等の開発を支援し 、 その成果を展示会や

セミ ナー等で発信する 。  

③中小企業の航空機産業への参入を技術的に支援する ため、「 航空機産業支援室」 におい

て、航空機産業製品に求めら れる 国際規格に準拠し た試験等を実施し 、技術課題の解決を

促進する 。  

 

社会課題解決に資する 技術課題に関する 普及セミ ナーの受講者数については、 2026 年度

中 400 名を目標と する 。  

 

第 2 業務運営の改善及び効率化に関する 目標を達成する ためと る べき 措置 

1 情報発信の推進 

( 1)  利用企業の拡大につながる 戦略的な広報活動 

①ウ ェ ブサイ ト 、 メ ールマガジン等の自ら 運営する 広報媒体での情報発信を継続する 。  

②中小企業によ る 都産技研の活用事例を収集し 、 中小企業が目にする 機会の多い媒体へ

分かり やすいコ ンテンツを発信する こ と で、 都産技研のプレゼンス 向上を図る 。  

 

( 2)  研究成果の積極的な情報発信と 技術支援への展開 

①研究発表会やイ ベント 等への出展、業界団体や学会等における 発表などを通じ 、都産技

研の研究成果の普及や事業の PRを行う 。  

②研究成果の情報発信計画を研究立案時に策定し 、 知的財産の権利化の妨げになら ない

よ う 留意し つつ、 適時にウ ェ ブサイ ト やプレス 発表等で公開する 。  
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業界団体、 学会等における 発表・ 寄稿の件数については、 2026 年度中 340 件を目標と す

る 。  

 

2 組織体制及び運営 

( 1)  機動性の高い組織体制の確保 

①社会課題、 中小企業のニーズの変化などに対応し 、組織体制や人事制度の検証・ 見直し

を適宜行い、 必要な対策を講じ る 。  

②社会課題の解決につながる 先端的な研究開発を推進する ために、 研究企画機能の強化

及び研究者の確保・ 育成や、部門間の連携促進等都産技研の総合力を活かすための組織的

な取組を進める 。  

 

( 2)  業務のパフォ ーマンス を高める 適正な組織運営 

①事業別のセグメ ント 管理、業務時間分析等を活用し 、各事業において投入し た経営資源

と 事業効果を検証する 。  

②中小企業に対し て高品質な技術支援サービス を安定かつ継続的に提供でき る 組織運営

を継続する 。  

③顕著な成果への所内表彰など、 職員の意欲向上に資する 取組を推進する 。  

 

( 3)  計画的な職員の確保・ 育成 

①多様化する 中小企業ニーズや社会課題に対応し ていく ため、 将来を見据え中長期的な

視点に立ち、 技術水準の高度化と 自律的運営を担う 人材を計画的に採用する 。  

②専門的知識や技術力、 組織や研究開発のマネジメ ント 能力の向上を図る ため戦略的な

人材育成計画を策定する と と も に研修体系を再構築し 人材開発を推進する 。  

③職員一人一人の働き がいと 達成感を 得る こ と ができ る 組織づく り に向けて、 目標管理

制度や人事評価制度の改善に向けた検討を行う 。  

 

( 4)  持続可能な働き 方の推進 

①AI の活用等によ り 生産性の向上を図る 。  

②柔軟な勤務時間制度の導入や育児・ 介護と の両立支援策を講じ る こ と で、職員のラ イ フ

ス テージに合った多様な働き 方を選択でき る よ う 環境を整備する 。  

③超過勤務の縮減や労務災害等事故防止に努め、 安心し て働ける 職場環境を実現する 。  

④多様な人材と 価値観を取入れ、 女性活躍や障害者雇用の推進など 業務運営の活性化を

図る 。  

 

3 業務運営の改善及び効率化 

( 1)  利用者の満足度向上につながる DX等の業務改革の推進 
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①技術支援実績や各種調査結果を踏ま え、 利用者満足度の向上に資する 業務改革を推進

する 。  

②業務内容や事務処理手続き の見直し を行う と と も にデジタ ル化を推進し 、 利用者の利

便性の向上と 事務の効率化を図る 。  

③各種シス テムの適正な維持・ 更新を継続し 、事務手続き の簡素化・ 迅速化を図る 。ま た、

外部機関や専門家の活用も 含め業務のアウ ト ソ ーシングも 継続する 。  

 

( 2)  環境への配慮 

①法人と し ての社会的責任を踏ま え、 SDGs（ 持続可能な開発目標） や関係法令に基づき 、

CO2 削減等環境負荷低減に配慮し た業務運営を行う 。  

②環境方針に則り 、職員全員の環境問題に関する 意識の向上を図る と と も に、環境負荷の

低減や環境改善につながる 研究開発・ 技術支援に積極的に取組む。  

 

第 3 財務内容の改善に関する 事項 

1 自律的・ 計画的な財政運営 

標準運営費交付金（ 効率化が困難な経費を除く 。） を充当し て行う 業務については、 物

価等の上昇によ る 影響を適切に考慮し つつ、 業務の効率化や収支の適正化を進める 。  

 

2 資産の適正な管理運用 

( 1)  適切な資金運用及び債権管理 

安全かつ効率的な資金運用管理を推進する と と も に、 債権管理を適切に行う 。  

 

( 2)  固定資産の有効な利活用 

機器の利用状況を定期的にモニタ リ ングし 、 こ れら の利用率が低い場合には利用促進

策や用途見直し などを検討し て適切な有効活用を図る 。  

 

第 4 予算、 収支計画及び資金計画 

 別紙 

 

第 5 短期借入金の限度額 

1 短期借入金の限度額 

 15 億円 

 

2 想定さ れる 理由 

運営費交付金の受入れ遅滞及び予見でき なかった不測の事態の発生等によ り 、 緊急に

借り 入れの必要が生じ る こ と が想定さ れる 。  
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第 6 出資等に係る 不要財産又は出資等に係る 不要財産と なる こ と が見込ま れる 財産があ

る 場合には、 当該財産の処分に関する 計画 

 なし  

 

第 7 重要な財産を譲渡し 、 又は担保に供し よ う と する と き は、 その計画 

 なし  

 

第 8 剰余金の使途 

1 剰余金の使途 

決算において剰余金が発生し た場合、中小企業支援の充実、研究開発の質の向上、 法人

の円滑な業務運営の確保又は施設・ 設備の整備及び改善に充てる 。  

2 積立金の使途 

前期中期目標期間の最終年度において、 地方独立行政法人法第 40 条第 1 項又は第 2 項

の処理を行ってなお積立金がある と き は、 その額に相当する 金額のう ち設立団体の長の

承認を受けた金額について、中期計画の剰余金の使途に規定さ れている 、中小企業支援の

充実、研究開発の質の向上、 法人の円滑な業務運営の確保又は施設・ 設備の整備及び改善

に充てる 。  

 

第 9 その他業務運営に関する 事項 

1 施設・ 設備の適切な管理及び計画的な整備 

①業務の確実な実施と 機能向上のための施設・ 設備の整備を計画的に実施する 。実施に当

たっては、 先端技術への対応や CO2 排出量削減を含めた総合的・ 長期的観点に立った整

備・ 更新を行う 。  

②試験研究用の設備機器について校正・ 保守・ 点検を適切に行い、国内規格や国際規格に

適合する 測定など が確実に実施でき る よ う 管理運用する 。  

 

2 危機管理対策の推進 

( 1)  個人情報保護及び情報セキュ リ ティ 等 

①全職員を 対象に研修を実施し 、 個人情報等の職務上知り 得た秘密に関する 適正な取扱

い及び確実な漏洩防止を図る 。 業務委託先に対し ても 同様の取組や再委託先への周知徹

底を図る 。  

②情報セキュ リ ティ 事故を未然に防止する ため、 職員への適切な情報提供や研修の実施

に加え、 ヒ ュ ーマンエラ ーによ る リ ス ク を低減する 技術的対策やサイ バーセキュ リ ティ

対策を講じ 、 有効なセキュ リ ティ 環境の維持管理を行う 。  

③安全保障輸出管理制度については、関係法令に基づく 管理体制を維持する と と も に、職
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員への研修を通じ て意識向上を図り 、 不適切な技術提供の防止を徹底する 。  

 

( 2)  規制物質管理及び防災対策等 

①有害物質や毒劇物、放射性物質等の規制物質の使用及び保管においては、関係法令を遵

守し 、 安全管理体制を確保する 。 職員への教育・ 研修を定期的に実施し 、 知識の習得と 安

全意識の醸成を図る 。  

②震災や風水害等の災害発生時に迅速な情報伝達・ 意思決定が行える よ う 緊急事態対処

訓練を通じ て職員への周知徹底を図る 。  

③災害発生時における 被害の拡大防止、基幹事業の継続、及び早期復旧を確保する ために

策定し た事業継続計画等に基づく 訓練やシミ ュ レ ーショ ンを定期的に実施し 、 その結果

を振り 返り 、 改善点をフィ ード バッ ク する こ と で、 計画の実効性を向上さ せる 。  

 

3 ガバナンス の強化、 コ ンプラ イ アンス の推進及び情報公開 

( 1)  内部統制及びコ ンプラ イ アンス 推進の取組 

①内部統制及びコ ンプラ イ アンス 推進に係る 組織の方針決定及び職員への情報共有の体

制を明確化する 。 法令遵守を徹底する と と も に、「 地方独立行政法人東京都立産業技術研

究センタ ー憲章」 等を踏ま え、 職員に対し て組織の理念や目標を浸透さ せる 。  

②倫理・ コ ンプラ イ アンス の研修を実施する と と も に、統制活動を通し て業務の質の向上

に誠実に取組み、 コ ンプラ イ アンス 意識の向上を図る 。  

③内部統制の仕組みを有効に機能さ せる ため、 規程・ 内規・ 業務マニュ アルの定期的な見

直し と 随時メ ンテナンス を実施し 、法改正や組織方針に適合さ せる 。ま た、内部及び外部

の監査における 指摘・ 意見に対し て適切に対応する 。  

 

( 2)  積極的な情報公開の推進 

①法令に基づく 情報公開や、 事業内容や事業運営状況に関する 情報開示請求に対し ては、

規程等に基づき 迅速かつ適正に対応する 。  

②事業運営状況の一層の透明性を確保する と と も に公共的な法人と し てのガバナンス を

強化する ため、 都産技研ウ ェ ブサイ ト や刊行物の発行など によ り 積極的な経営情報の公

開に取り 組む。  



予算、収支計画及び資金計画

（単位：百万円）

技術支援 研究開発 情報発信 法人共通 その他 合計

収入

運営費交付金 1,726 3,642 140 2,053 575 8,136

標準運営費交付金（効率化対象内） 1,328 1,509 128 1,903 0 4,868

標準運営費交付金（効率化対象外） 131 56 0 4 0 191

特定運営費交付金（共済以外） 92 1,891 0 0 575 2,558

特定運営費交付金（共済） 175 186 12 146 0 519

施設整備費補助金 0 0 0 0 0 0

自己収入 618 135 0 360 0 1,113

事業収入 588 80 0 0 0 668

補助金収入 0 0 0 0 0 0

外部資金研究費等 0 55 0 0 0 55

その他収入 30 0 0 360 0 390

積立金取崩 0 0 0 0 0 0

2,344 3,777 140 2,413 575 9,249

支出

業務費 2,344 3,777 140 0 0 6,261

試験研究経費 1,055 561 55 0 0 1,671

プロジェクト事業 92 1,678 0 0 0 1,770

外部資金研究経費等 0 55 0 0 0 55

役職員人件費 1,022 1,297 73 0 0 2,392

共済組合負担金 175 186 12 0 0 373

一般管理費 0 0 0 2,413 575 2,988

管理経費 0 0 0 1,416 575 1,991

役職員人件費 0 0 0 851 0 851

共済組合負担金 0 0 0 146 0 146

2,344 3,777 140 2,413 575 9,249

[人件費の見積り]

2026年度、3,762百万円支出する。（退職手当は除く。）

※　金額については見込みであり、物価の上昇による影響等を踏まえ、今後、変更する可能性がある。

１．予算

2026年度予算

区    分

計

計



（単位：百万円）

金額

費用の部 10,157

経常費用 10,157

業務費 6,149

試験研究経費 1,631

プロジェクト事業 1,698

外部資金研究経費等 55

役職員人件費 2,392

共済組合負担金 373

一般管理費 2,601

減価償却費 1,407

収入の部 10,157

経常収益 10,157

運営費交付金収益 7,636

事業収益 668

外部資金研究費等収益 55

補助金等収益 0

その他収益 390

資産見返運営費交付金等戻入 1,365

資産見返補助金等戻入 39

資産見返物品受贈額戻入 0

資産見返寄附金等戻入 4

純利益 0

総利益 0

※　金額については見込みであり、物価の上昇による影響等を踏まえ、

     今後、変更する可能性がある。

2026年度収支計画

区    分

２．収支計画



（単位：百万円）

金額

資金支出 9,249

業務活動による支出 8,749

投資活動による支出 500

資金収入 9,249

業務活動による収入 9,249

運営費交付金による収入 8,136

事業収入 668

外部資金研究費等による収入 55

補助金等による収入 0

その他の収入 390

※　金額については見込みであり、物価の上昇による影響等を踏まえ、

     今後、変更する可能性がある。

３．資金計画

2026年度資金計画

区    分


